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 当生活衛生営業指導センター理事長であり茨城県生活衛生同業組合連合会の会長でもあ

る阿部理事長は、「生活衛生関係営業経営改善資金」（衛経）の貸付を受けた生活衛生関係

営業者に対し利子補給を行っていただくよう水戸市に要望し、令和７年１２月１８日

（木）に日本政策金融公庫の福岡和樹水戸支店長同席のもと、要望書を高橋靖水戸市長に

直接手渡しました。 

 水戸市では、現在「衛経」融資制度と同様の趣旨

で創設された「小規模事業者経営改善資金」の借入

者に対する利子補給を行っており、「衛経」の借入

者に対しても同様の利子補給を行っていただけるよ

うお願いをしたところです。 

 要望書を受け取った高橋市長からは、「内容を精

査したうえで、今後検討させていただく。」との回

答をいただきました。 

衛経融資の利子補給要望を行いました 

 （左から）高橋市長、阿部理事長、福岡支店長 

衛     経     融     資 

実施主体 日本政策金融公庫 

利用条件 ・ 従業員が５人（旅館、興行場営業は２０人）以下の法人・個人事業主であること。 

・ 同一事業を１年以上営んでいること。 

・ 生活衛生同業組合の経営・金融に関する指導を原則６ヵ月以上受け，事業改善に取り組

んでいること。 

・ 税金（所得税，法人税，都道府県民税等）に未納がないこと。 

・ 日本政策金融公庫の非対象業種等でないこと。 

利用限度額 ２，０００万円 

担保 不要 

返済期間 １０年 

利率

（R7.11.1) 

２．００％ 

 



生衛業を営む皆様に向けた税務相談室を次のとおり開設します。 

税務に関する相談をご希望の方は電話、FAX 又は E-mail にて下記申込先までお申し込

みください。 

〇FAX,E-mail にてお申し込みの際は、次ページの相談申込書の部分を印刷してお使いく

ださい。 

〇相談内容は他に漏らすことはありません。 

〇ご相談は原則予約制となっておりますので、事前にお申込みをお願いいたします。 

 

 

◆ 相談内容、 

（１）確定申告に関して 

（２）消費税申告に関して 

（３）事業承継に関して 

（４）その他税務に関すること 

 

◆ 相談員    税理士 鈴木 修 先生 

 

◆  開設日時     令和８年 ２月 ３日（火）  １３：００～１６：００ 

       令和８年 ３月 ３日 (火)  １３：００～１６：００        

 

◆ 場   所   茨城県三の丸庁舎３階 会議室Ｂ (エレベーターをご利用ください) 

      

 

 

【申込先】              

（公財）茨城県生活衛生営業指導センター 

水戸市三の丸１－５－３８茨城県三の丸庁舎３階 

                   電 話 ０２９（２２５）６６０３ 

ＦＡＸ ０２９（２２５）６６３８ 

                   Ｅ－ｍａｉｌ ibarakicenter@seiei.or.jp 

 

 

 

税務相談室を開設します 

mailto:ibarakicenter@seiei.or.jp


生活衛生営業者のための税務相談室 

 相 談 申 込 書 

公財）茨城県生活衛生営業指導センター 行 

ＦＡＸ ０２９－２２５－６６３８  Ｅ－ｍａｉｌ ibarakicenter@seiei.or.jp 

 

申込日： 令和  年  月  日   

 申込締切日 令和８年２月２７日 

参 加 日 

時 間 
□ ２月 ３日（火）      □ ３月 ３日（火） 

□ 13:00～14:00 □ 14:00～15:00 □ 15:00～16:00 

（ご希望の日時にチェックを入れてください） 

会社名・屋号  

業 種 
（該当するものに

〇 ） 

 １ 美容室  ２ 理容店  ３ クリーニング店  

 ４ 興行 ５ そば、うどん店  ６ 食肉販売 

 ７ ホテル旅館 ８ すし  ９ 中華料理  

 １０ 料理・飲食店  

参 加 者 ふりがな 

氏 名 

役 職 名  

所 在 地 〒   － 

 

電 話 番 号  

Ｅ－ｍａｉｌ  

 

お問合せ先 

公財）茨城県生活衛生営業指導センター 

ＴＥＬ：０２９－２２５－６６０３ 

 

 

mailto:ibarakicenter@seiei.or.jp


生活衛生営業経営特別相談員を対象とした研修会を開催します。 

なお、今回の研修会は生活衛生業に関係されている方全員を対象とした「経営セミナ

ー」も兼ねていますので、受講を希望される方は各生衛組合又は当生衛センターまでご連

絡ください。 

  

１ 日  時  令和８年２月１７日（火）午後２時００分～４時４０分 

２ 場  所  ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 ２階千波 

  水戸市大工町１－２－１ 

   

３ 研修内容 「カスタマーハラスメントを中心とした各種ハラスメント対策について」 

 講師 社会保険労務士 松本 恵梨 氏 

    社会保険労務士 岩﨑  空 氏 

 

「人の五倍売れる～共感力の磨き方～」 

 講師 元山形新幹線車内販売員 

    （株）グローバルゲンデン代表 

茂木 久美子 氏 

 

４ 対象者 

  経営特別相談員及び生衛業関係者 

 

 

【問合せ先】              

（公財）茨城県生活衛生営業指導センター 

水戸市三の丸１－５－３８茨城県三の丸庁舎３階 

                   電 話 ０２９（２２５）６６０３ 

ＦＡＸ ０２９（２２５）６６３８ 

                   Ｅ－ｍａｉｌ ibarakicenter@seiei.or.jp 

経営特別相談員研修会及び経営セミナーを開催します 
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当生衛センターでは、毎年１１月を Sマークの普及登録促進月間として各種の広報活動

を行っています。 

今年度は、１１月１日(土)に「ひたちなか市産業交流フェア」、１１月８日(土)に「日立

市産業祭」、１１月２２日（土）には「土浦カレーフェスティバル」の会場にて Sマーク

広告の付いたウエットティッシュ 3000枚を来場された方々に配布し、一般消費者への理

解と普及に努めました。 

各会場とも多くの来場者で賑わっており、みなさん喜んでウエットティッシュを受け取

ってくれました。 

また、その他の広報活動として、県及び県内各市町村広報誌

に Sマークの広報記事の掲載を依頼し、最終的に茨城県広報誌

「ひばり」及び６市町の広報誌に掲載していただくことができ

ました。 

消費者が求めている「安全・安心」に応えるためにも、当生

衛センターでは県内各生衛組合等と連携し、より効果のある啓

発活動を今後も実施していきたいと考えています。 

 

クリーニング業に従事している方を対象としたクリー

ニング業務従事者講習を県内２カ所で開催しました。 

令和７年１１月１８日（火）茨城県霞ケ浦環境科学センター 

令和７年１２月 ２日（火）茨城県健康プラザ 

 

 今年度から第１３クールとなり、新たな教材のもと

「洗濯物の受取り、保管及び引渡し」、「洗濯物の処

理」、「繊維及び繊維製品」について、梅澤典子先生に講義をしていただき、クリーニン

グに係る基礎知識について丁寧にわかりやすく説明していただきました。 

 その他、「衛生法規及び公衆衛生」について、茨城県生活衛生営業指導センターの渡邉

専務理事から話がありました。 

※クリーニング業務従事者講習は、クリーニング業法により義務づけられている研修制度です。 

本講習は茨城県知事の指定を受けて、全国生活衛生営業指導センターの委託により茨城県生活

衛生営業指導センターが実施しています。 

標準営業約款制度の普及登録促進活動を行いました 

 

クリーニング業務従事者講習を開催しました 

 

 

 



当生衛センターでは、後継者育成事業のひとつとして、生衛業者が講師となり、県内

の中学校でそれぞれの仕事の内容についての説明や実演等を行う「出前授業」を各生衛

組合の協力のもと年間通して実施しています。 

この事業は、生徒が生衛業に実際触れることで、生衛業に魅力とやりがいを感じ、将

来の職業選択の一つとして考えてもらうことを目的としており、学校からの要請を受

け、毎年 30校を超える学校で実施しています。 

今回は、12月 19日(金)に結城郡八千代町にある町立東中学校で行われた出前授業の様

子を紹介します。 

当日は、「美容」、「理容」、「クリーニング」、「すし」

の 4つの業種でそれぞれ授業が行われました。 

美容は常総市の美容師さん、理容は筑西市の理容師さ

ん、クリーニングは那珂市のクリーニング師さん、そし

てすしは筑西市のすし職人の方に講師となっていただき

ました。 

講師の方たちは単に仕事の内容の説明だけでなく、現

在の職に就いたキッカケや仕事に対するやりがいなどを

熱く語られ、授業を受けた生徒さんたちも講師の話に熱

心に聞き入っていました。また、実技体験では、講師の指導の下、ハサミやアイロン、

酢飯・すしネタを手に取り、戸惑いながらも真剣に取り組んでいる生徒さんの様子が見

られました。 

生徒さんからは、「講師の方が仕事に誇りを持って

やっていることがよくわかった。」、「ハサミの使い方

が難しかった。」、「ワイシャツのたたみ方が覚えられ

て良かった。」「お寿司を握ったが講師が握るように上

手に出来なかった。」などの感想を聞くことができま

した。 

出前授業は各生衛組合の協力なしでは成り立たない

事業ですが、この授業を契機に生衛業に就いてくれる

生徒が一人でも多く出てくれるよう、今後も事業を継

続していければと思います。 

 

出前授業実施報告 

 

 

 



 



 
 



 



 

 

 


